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研究成果の概要（和文）：本研究課題は、次世代中国企業のビジネスモデルに着目し、技術・管理面のみならず、経営
規範面に留意しながら、両者の関係を体系的に描写し、新たな理論的地平を開拓することを目的とするものである。分
析を通じて、これまで「経済性」を中心に構築されてきたビジネスモデルの中に、企業の社会的責任など「社会性」の
側面を組み込む発想が問われつつあることが一つの示唆として導出された。

研究成果の概要（英文）：This research program is intended to focus on business model of Chinese companies 
of the next generation. Management paradigm is conceived as a core part of management innovation in this r
esearch. The purpose is to depict systematically the relationship between business model and management pa
radigm, to develop new theoretical horizons. The traditional Chinese business model has been constructed i
n favor of economic efficiency. On the other hand, corporate social responsibility has been treated as a s
eparate concern. However, what is needed in the corporate practice is the idea to unify these two regions 
and to incorporate in the new management paradigm. In this research, some implications as described above 
have been derived.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)着想に至った経緯 
中国企業のビジネスモデルの転換につい

ては、２つの段階が区別される。 
第１段階は、社会主義市場経済を経験して

代表的な企業となったハイアール、レノボな
ど、グローバル戦略の成功例として注目され
た中国企業のモデルである。その後、アリバ
バ、ＢＹＤ、蘇寧電器などの企業が注目され
るようになる。これらの特徴は、来たるべき
市場の流れをすばやく読みとり、経営資源の
不足をＭ＆Ａなどを通じて補いつつ、確実な
利益創出システムを構築することによって、
グループ内ネットワークの規模を急拡大さ
せるような、スピード感にあふれる中国式ビ
ジネスモデル、というイメージである。世界
レベルでの産業再編やボリューム・ゾーンへ
の視点等を加味しつつ、企業グループ内の技
術と管理の面における体系的な効率上昇を
追求する側面の強いものであった。 
これに対して、第２段階のそれは、企業倫

理、ＣＳＲ（企業の社会的責任）、従業員へ
の配慮など、経営のあるべき姿を強く考慮に
入れつつ、より広義のビジネスモデルを開発
しようとするものである。本研究課題は、こ
の側面を「次世代中国ビジネスの経営規範」
として解明しようとするものである。 
研究代表者は、これまで中国の企業経営に

関して「新儒法マネジメント」をはじめとす
る準備的研究を行った（髙久保（2006）「経
営管理の『儒法モデル』試論：中国ビジネス
の再吟味」『三田商学研究』第49巻第２号等）。
また、平成 20 年度から 22 年度まで「共同プ
ロジェクトにおける日本と中国の思考方式
に関する比較研究」と題する科研費（基盤研
究 C）の課題を実施してきた。本研究課題は、
これらの基礎の上に計画されている。 
(2)国内・国外の研究動向及び位置づけ 
日本国内では、上述第１段階までのビジネ

スモデル論は盛んであるが、第２段階につい
ては経営規範の方向性を指摘する研究が出
るにとどまる現状である。中国を除く国外も
同様である。中国では、コーポレート・ガバ
ナンス、企業文化論、人的資源管理論などの
研究が近年進みつつあるが、技術・管理の側
面と経営規範の側面を統一して体系的に取
り組む研究はこれからである。ビジネス誌で
は、ある台湾企業の中国工場で近年従業員の
自殺者が相次いだ問題を取り上げているが、
技術・管理面と経営規範面を総合した取り組
みの必要性を説くには至っていない。 
 
２．研究の目的 
低コストの労働集約型産業による発展と

いう従来型の中国のビジネスモデルは、近年
大きく転換しようとしている。そして、この
転換に対応した新しい経営規範の在り方が、
近い将来きわめて重要な実践的課題として
クローズアップすることが容易に予想され
る。本研究課題は、次世代中国企業のビジネ

スモデルに着目し、技術・管理面のみならず、
経営規範面にも留意しながら、両者の関係を
体系的に描写し、新たな理論的地平を開拓す
ることを目的とするものである。 
本研究課題は、過去の中国企業の発展趨勢

を基礎としながらも、一人当たりＧＤＰが３
千米ドルを超えて大きく変わりつつある中
国社会の価値観という視点から、中国ビジネ
スの次世代イメージを経営規範というキー
ワードを軸に描写しようとする点に特色が
ある。これは、実証的な方法で長期的な企業
行動の傾向を予測するだけでなく、道徳に関
わる理論研究を深めて摺り合せていく作業
を必要とする。これまで中国企業の経営規範
の問題は、単発的に指摘されつつも統合的に
解明されたことはあまりなく、経営理論の新
地平を開拓することが期待される。 
 

３．研究の方法 
本研究課題の遂行にさいし、２つの個別領

域とこれらの統合という枠組みを要する。 
１つ目の領域は、絶えず革新の行われる中

国企業のビジネスモデルに関する現状と趨
勢の把握と、こうした全力疾走中の中国企業
のビジネスモデルと並行して提起される経
営規範に関する問題の整理である。ここでは、
従業員に対するトップ経営者の姿勢のほか、
ビジネス自体に組み込まれた社会貢献への
姿勢に留意する。後者には、環境問題や製品
の安全性への取り組みなども含まれる。 
２つ目の領域は、ビジネスをめぐる道徳に

関する諸学説の整理である。ここには、中国
独特の国民性や伝統文化に根差した倫理
観・価値観の問題への視点が含まれる。 
そして、これらの個別領域を「次世代中国

ビジネスの経営規範」として統合的に理解す
るための概念装置を要する。これらの過程に
おいて、中国企業自体が日々新たなものに変
化していくことが予想され、実践と理論との
関連に十分留意することが不可欠となる。 
 
４．研究成果 
(1) 研究の主な成果 
３年間における主な発表論文等は雑誌論

文３件、学会発表５件である。これらを大き
く括れば、①中国における経営規範の変容に
関する論点の整理、②ビジネスモデル論と経
営規範との統合に関する論点の整理、③「情
報化」の進展とステイクホルダーとしての中
国市民への視点に関する研究ノート、という
３つの構成要素に分けることができる。 
 
①〔経営規範の変容に関する論点の整理〕 
 この点に関する基本的な枠組みを提示し
たのが、2013 年に発表した「次世代中国ビジ
ネスと経営規範：その理論的萌芽をいかにと
らえるか」と題する論考である。 
 1980～90 年代における計画経済から商品
経済さらには市場経済への改革との対応で、
経済体制改革の一環としての企業内の経営



メカニズムの確立が求められてきた。すなわ
ち、行政的ロジックの色彩が強い「単位」か
ら、自ら意思決定する権限と損益の自己責任
を負う「企業」へと、経営の体質を切り替え
ることが議論の焦点であった。 
 中国企業の任務は「人々の日増しに増大す
る物質・文化面のニーズ」への対応に当たる
存在であると規定することができる。たしか
に、中国企業は、資本主義企業を規定するが
ごとく、その営利性の追求を前面に打ち出す
ことは難しいが、経済体制改革の趣旨は、経
済建設を国家運営の中心とすることにある。
当時の改革の本質を突き詰めて言えば、経済
合理性を逸脱しない企業のあり方が問われ
ていた、と読み取ることができる。 
 国有企業を中心とするこうした「経済体制
改革モデル」に対し、1990 年代には農村部に
おける郷鎮企業が注目を浴びるようになり、
農村部から多くの新しい企業家が誕生した。
これが「郷鎮企業家モデル」である。 
 これに重なる時期、ないしそれ以降、北京
などでは技術をよく知る科学者がビジネス
に参入して成功するハイテク企業家が出現
した。21 世紀に入る前後には、中国の WTO 加
盟とも相俟って、グローバル戦略を通じて世
界でも知名度を持つ中国企業が現れるよう
になる。これらを総称して「民営企業モデル」
と括ることができる。なかでも、大々的にグ
ローバル展開した企業は「グローバル戦略モ
デル」として位置づけられるだろう。 
 その後 2010 年代に至り、新しい市場と技
術に対応する M&A の展開、既存の中核技術を
活かした新しい産業分野への進出、さらには
インターネットや SNS（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）を活用した新しいビ
ジネス形態の提案など、「新結合ビジネスモ
デル」と称しうるような実践が出現した。 
 これらすべてを貫く発想として、経済合理
性を見出すことができる。「利益創出を目指
したビジネスモデル」とも表現できよう。 
たとえば、「新結合ビジネスモデル」との

関連で、2011 年９月発刊『経理人』掲載の「中
国マネジメント・イノベーションの７階層」
には中国企業のイノベーションの７階層が
描写されている（中国伝統文化の精神をもっ
て欧米の技術やツールを借りる「模倣イノベ
ーション」、自己の数少ない強みで一点突破
を目指す「微細イノベーション」、逆転の発
想による「転置イノベーション」、商機をと
らえ既存の枠を超えた新結合を企図する「越
境イノベーション」、異なる文化的背景の下
でも受け入れられることを目指す「寛容イノ
ベーション」、電気自動車のように全人類の
生活を大きく変えるべき「巨大イノベーショ
ン」、未来の技術や管理を切り開くべき「先
端イノベーション」）。また、同誌の「最近中
国でブームの８つのビジネスモデル」には、
スピード配送ネットショップ、若者対象のグ
ループ割引ネット販売、SNS と電子商取引を
つなぐショッピングガイド、有機野菜のネッ

ト販売、会員制のシルバー総合サービス、コ
ア成分の含有を目玉とする販売モデル、他社
のコンセプトへの便乗、業界標準策定のリー
ダーシップが取り上げられている。 
 しかしながら、これらのビジネスモデルが
究極的に利益創出を至上とするのに対して、
今後はむしろ広くステイクホルダーとの関
係性を踏まえ、永続的に事業を発展させよう
とするビジネスのあり方が問われている。 
具体的には、企業倫理、CSR、環境保護の

視点、従業員への配慮など、経営のあるべき
姿を強く考慮に入れ、利益創出を含めてトー
タルに企業経営のあり方を設計しようとす
る理念を価値観として有するか否か。ここが
議論の焦点となることを指摘した。 
 
②〔ビジネスモデル論と経営規範との統合に
関する論点の整理〕 
上記の①を受け、経営規範をビジネスモデ

ル論に統合する試みを論じた成果が、2013 年
に発表した「中国企業の経営規範とビジネス
モデルの転換：『経済性』と『社会性』の統
合をめぐって」である。 
まず、中国における企業の社会的責任（CSR）

の議論をめぐり、以下の点を抽出した。 
中国社会科学院の CSR 研究センターによ

る『中国 CSR 研究報告（2009）』では、中国
における CSR が新たな歴史的段階に至って
いる３つのポイントを示している。１点目は、
政府部門、公衆、メディア、従業員、消費者、
社会団体、町内会、投資者、研究機関等のス
テイクホルダーにおける社会的責任の意識
が覚醒し始めたことである。２点目は、400 
社以上の中国企業が CSR 報告書を発行し、
CSR 解決に向けて行動していることである。
３点目は、公共事業を営む企業からその他の
企業へ、大都市の企業から地方都市の企業へ
と CSR 運動が広がりつつあることである。
これを受けて、市場・社会・環境への責任と
それらを統括する管理の「四位一体 CSR モ
デル」を提起している。  
これに対し、『中国 CSR 建設藍皮書（2010）』

では、国際社会における CSR 研究と実践に
基づき、従来の中国 CSR への疑問と今後の
あるべき道行きを示そうとしている。とりわ
け、中国企業が社会・経済・生態との間で持
続可能な発展を実現することが政府の「調和
のとれた社会」構想と重なること、そして中
国企業のグローバル展開において重要な意
味を持つことが特筆される。さらに各章では、
CSR 総合指標体系、国有企業の CSR、民営企
業の CSR、外資系企業の CSR、中国国内なら
びに海外の各種機関による CSR 分析、中国 
NGO の展開と CSR などが論じられている。  
そのほか、趙斌主編『企業倫理と社会責任』

は「三鹿粉ミルク事件」などの具体例を引き
合いに出し、実践に重点が置かれた大学用テ
キストとして編集されている。 
つづいて、今日中国の種々の社会問題であ

る「中国問題」と経営研究の結合をめぐる中



国人研究者の問題意識に着目し、郭驍(2012)
による「『中国問題』志向の経営学研究パラ
ダイムの構築」をめぐる論考に着目した。 
郭驍は、近代経営論を中国に導入して学問

的基礎を形成してきた中国経営学が、中国な
らではの諸問題、たとえば食品安全問題、炭
鉱事故、スクールバス事件、中国新幹線事故
などの問題に対し、どれだけ有益な示唆を与
えてきたかと問うたとき、問題解決の枠組み
として不十分であったと指摘する。ここから
求められる中国経営学のあり方として、実践
から感受される「秩序変数」に立脚した「中
国問題」の発見を心掛け、臨床医学的な姿勢
で「中国問題」に取り組み、解決に寄与する
ことを志向するべきであると主張する。 
「八〇後」や「九〇後」の従業員の意識は

これまでの従業員の意識とかなり異なる。こ
の点を放置して展開される中国ビジネスモ
デル論や米国経営学と同じ発想による方法
論のみで進められる中国経営論がどれだけ
有効なのかという点に一石が投じられる。 
これらと関連し、朱天一(2012)「リーダー

の風格が従業員満足に与える影響」の知見を
瞥見した。この研究は、組織公正をめぐる先
行研究を土台に、中国・蘇州エリアで実施し
たアンケートに基づく成果である。 
ここから「手続き的公正であれ、分配的公

正であれ、公正知覚は従業員満足に大きな影
響力をもつが、いったん不公平が生じるなら
ば従業員満足の低下とそれに伴う業績低下
となるため、リーダーは組織内に不公平がな
いかどうかに留意すべきである」との記述に
着目し、この関連において、改めて「儒法モ
デル」（髙久保：2006）に言及した。 
「儒法モデル」とは、企業トップが従業員

に対し、１）尊敬されるリーダーとしての風
格と能力と姿勢を有すること（＝「儒」の側
面）と、２）納得される合理的なルールを構
築し執行すること（＝「法」の側面）の両者
をあわせ持つことが不可欠である、とするモ
デルである。これに対応する経営者の行動と
して、前者すなわち「儒」の側面としては、
従業員の声に均等に耳を傾け、人々の価値観
を理解しようとすること、後者すなわち「法」
の側面としては、個々人の責任事項を明確に
し、成果と連動した報酬の基準を明確にする
ことなどが挙げられる。 
ここで留意すべきは、前者における「均等」

の視点である。その由来について「三要素せ
めぎあい構造」仮説（髙久保：2003）の枠組
みを用いて辿ってみれば、根底には、中国企
業組織における「ユートピア動機」に対応す
る物事の考え方、すなわち「人々の生存は均
等に成就されるべきである」とのエートスが
横たわっている。とはいえ、自らが所属する
システムがその期待に背く体質を有すると
き、人々は「現実志向の動機」もしくは「進
取改革の動機（イノベーション動機）」に強
く支配され、現今の不合理なシステムを廃し
て「新しい合理的ルールの創造を通じた秩序

回復」を求めるようになる。 
この動態過程は、「儒」（均等な傾聴）と「法」

（合理的なルール化とその遂行）の２側面に
対応し、かつ朱(2012)の帰結に重なることが
窺われる。「経営者は従業員というステイク
ホルダーに対して風格と実行力を持った接
し方をすることが不可欠であり、長い目で見
れば『利益創出モデル』につながる」、すな
わち、朱が組織公正研究のアプローチから導
きだした帰結は、「儒法モデル」が提起した
２側面をともに含むものである。 
このような背景から、中国企業における従

業員満足という「社会性」の一面がビジネス
モデルにおける経営規範を構成する因子と
して位置づけうることが示された。 
 
③〔「情報化」の進展とステイクホルダーと
しての中国市民への視点〕 
 これは経営規範の変化を促す重要なファ
クターとしての消費者・従業員・地域住民に
着目し、かつ現在の中国においてスマートフ
ォンやネットによる「情報化」の進展が著し
いことによる企業経営への影響という視点
に着目し、現在いかなる議論が中国で展開さ
れているのかを概観したものである。その成
果として、2014 年に「中国『情報化』と社会
経済発展：産業・市民との関連をめぐる準備
的考察」の論考を提出するに至った。 
レビューした中国語文献は、以下の通りで

ある。１）曹淑敏主編・工業和信息化部電信
研究院(2012)『中国“両化”融合発展報告
(2012)』、２）荊林波主編(2012)『中国城市
電子商務影響力報告(2012)』、３）張雷・劉
力鋭(2012)『網民的力量：網絡社会政治動員
論析』、４）謝新洲主編(2013)『輿論引擎：
網絡事件透視』、５）燕道成(2013)『群体性
事件中的網絡輿情研究』、６）項平(2012)『公
共網絡輿情事件研究』、７）周志平(2013)『微
博輿論影響力研究：基於突発公共事件視域』。 
 これらのレビューを通じ、ネットを通じた
市民感情の高まりが世の中に大きな影響を
与える状況が拡大している様子が垣間見ら
れた。ネチズンの感情は、政府・企業・社会
に対する新興勢力になる潜在性が高く、企業
にとってステイクホルダーへの配慮が不可
欠のものとならざるをえない。こうして、従
来までの利益創出を至上とする中国におけ
るビジネスモデルは、ステイクホルダーに配
慮する経営パラダイムへの転換に迫られる、
という様子が浮かび上がってきた。 
 
(2) 得られた成果の内外における位置づけ
とインパクト 
本研究課題を通じて、中国の従来型ビジネ

スモデルでは「経済性」の追求に主たる力点
が置かれていたことがスケッチされた。また、
中国における企業の社会的責任の議論が近
年ますます盛んになっている状況が概観さ
れ、「社会性」への視点が要求されつつある
状況が瞥見された。さらに、中国社会の関心



事と結合して中国経営研究を進めることが
求められている状況が紹介された。 
これらのことから、高久保(2006)の「儒法

モデル」が今日新たに再検討を要すべきテー
マになりつつある点が特筆されるだろう。企
業経営において、「法」の側面を極端化し、
信賞必罰・成果主義一辺倒の指導原理で経済
効率のみを追求すれば、その反作用が生じる。
このバランス思考は、根底において「陰陽和
合の弁証法」との親和性を想起させる。中国
思想には、己を取り巻く自然状況を一種の法
則として受容する発想（＝「自然の天」）と、
人と人との間のつながりを重んじて社会秩
序を形成しようとする発想（＝「天命の天」）
の系列があり、両者が「天人合一」の宇宙観
のなかでダイナミックに一体化されるとい
う発想が見られる。そして、企業経営の現場
も「陰陽和合の弁証法」として展開する、と
見るのが「儒法モデル」の骨子である。 
特筆すべきは、2010 年以降になり、上記の

文脈における「儒」の側面からの異議申し立
てが、現実にさまざまな場面で見られること
である。具体的には，経済効率一辺倒のモデ
ルから環境配慮型のモデルへの転換、出稼ぎ
労働者に対する最低賃金の急速な値上げ、ビ
ジネス界における静かな「国学ブーム」の勃
興、「尊敬される企業」への関心の高まりな
どがこれである。すなわち、「儒」の側面を
無視して「法」を追求するのでなく、むしろ
「儒」の側面を両立すべき柱の一つとして考
慮に入れるスタイルを追求する傾向が、これ
らの動きに共通して見られるのである。 
この点は、すでに中国国内において大きな

問題としてクローズアップしている事柄で
ある。そのため、「儒法モデル」の可否をめ
ぐる議論が、中国国内では「古くて新しい問
題」として再検討される可能性がある。 
日本国内の学界では、学術的検証ならびに

先行研究との整合性を慎重に精査する必要
性から、現時点で本研究課題の成果に対する
評価を直ちに出す段階に至っていない。ただ
し、実践的な観点に基づき、本研究の成果に
対する有効性が指摘されるに至っている。 
 
(3) 今後の展望 
経営規範との関連でビジネスモデルの転

換を取り上げる理由は、中国ビジネスの現場
でここ十数年に亘ってスポットライトが当
てられてきた効率の高いビジネスモデルに
対して、2010 年以降になると、上記の通り、
各方面から一挙にその反作用ともいうべき
新たな動きが生じてきたからである。 
この動きは想定外のことでなく、行きすぎ

た「法」に対する「儒」からの軌道修正であ
り、中国ビジネスを単に技術・管理面の興味
から説明しようとするアプローチへの必然
的なアンチテーゼであったと考えられる。 
では今後、次世代中国ビジネスの具体像を

どのように描けばよいのか。これが次なる研
究課題となるだろう。 
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